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調査目的 

騒音規制法第 18 条第１項の規定に基づき、鎌ケ谷市内における主要幹線道路を対象とし、

自動車騒音の状況の常時監視を実施する。調査結果を基に環境省水・大気環境局が配布する

面的評価支援システムを用いて、環境基準の達成状況を面的に把握する。 



調査場所 

鎌ケ谷市内の主要幹線道路 4 路線 

 

 



自動車騒音測定結果 

 

評価対象 

各路線の道路端から両側 50 メートルの範囲内の住居等（商業・事務所専用の建物など、

住居の用に供されない建物は評価対象外）。 

近接空間（2車線以下の道路では道路の敷地境界線から 15ｍ、2 車線を超える道路では 20

ｍまでの範囲。） 
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調査結果 

評価区間の全戸数は 4,580 戸で、近接空間が合計 1,519 戸、非近接空間が合計 3,061 戸

で、非近接空間に存在する住居が多い。そのうち環境基準を達成している住居は 4,060 戸で

あり、環境基準達成率は全体で 88.6％であった。環境基準との比較をみると、昼間のみ基

準値以下の戸数が 449 戸（9.8%）、夜間のみ基準値以下の戸数が 0 戸（0.0%）、昼夜とも超過

した戸数が 71 戸（1.6％）であった。 

 

環境基準達成状況（全体） 

 

注）近接空間：「幹線交通を担う道路に近接する空間」の略称で、次の車線数の区分に応じ
道路端からの距離によりその範囲を特定するものとする。 

（1）2 車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路 15 メートル 
（2）2 車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路 20 メートル 

非近接空間：道路端から 50 メートルの範囲内のうち、近接空間以外の地域。 

 



環境基準達成状況（路線別） 

 

 

 

 

 



令和２年度の環境基準達成状況（令和２年度調査実施区間） 

 

 

  



環境基準達成状況（昼夜） 

 

 



環境基準達成状況（昼間） 

 

 



環境基準達成状況（夜間） 

 

 


